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【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
対象（２２）の画像を形成する方法であって、
走査型イメージング・システムを用いて移動式テーブルに載置されている対象を動的に螺
旋走査する工程と、
前記対象の投影ビュー、及び前記取得された投影ビューの幾つかのみについて対応する決
定された又は推定されたテーブル位置を取得して記憶する工程（１０８）と、
前記対象の画像の再構成のための平面を選択する工程（１１４）と、
前記記憶されている投影ビューに適用可能な幾何学的変数を決定するために、記憶されて
いるテーブル位置を用いる工程（１１６）と、
前記再構成平面での前記対象の画像を再構成するために、前記幾何学的変数を用いて前記
記憶されている投影ビューにフィルタ補正及び逆投影を施す工程（１１８）と、
を備えた方法。
【請求項２】
前記走査型イメージング・システムは計算機式断層写真法イメージング・システム（１０
）である、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
前記記憶されている投影ビューに適用可能な幾何学的変数を決定するために、記憶されて
いるテーブル位置を用いる前記工程（１１６）は、対応する決定された又は推定されたテ
ーブル位置を欠いている記憶されている投影ビューの間でのテーブル位置を推定するため
に補間を用いる工程を含んでいる、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
前記幾何学的変数は、Ｘ線管（１４）及び検出器（１８）の前記画像再構成平面に対する
相対位置を含んでいる、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
前記走査型イメージング・システムは、回転式ガントリ（１２）を有する計算機式断層写
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真法イメージング・システム（１０）であり、当該方法は、
前記投影ビューのガントリ位置を用いて、前記投影ビューについて選択された画像位置で
の中央ビューを決定する工程（３０８）と、
前記選択された画像位置の各々の投影ビューについて加重を決定する工程と、
前記各々の投影ビューについて決定された加重を用いて、最終的な螺旋加重を決定する工
程（３２０）と、
前記決定された最終的な螺旋加重を用いて、前記記憶されている投影ビューに加重する工
程と、をさらに含んでおり、
さらに、前記記憶されている投影ビューにフィルタ補正及び逆投影を施す前記工程は、前
記加重されて記憶されている投影ビューにフィルタ補正及び逆投影を施す工程（３２４）
を含んでいる、
請求項４に記載の方法。
【請求項６】
移動式テーブル（４６）に載置されている対象（２２）を動的に螺旋走査し、
前記対象の投影ビュー、及び前記取得された投影ビューの幾つかのみについて対応する決
定された又は推定されたテーブル位置を取得して記憶し（１０８）、
前記記憶されている投影ビューに適用可能な幾何学的変数を決定するために、記憶されて
いるテーブル位置を用いて（１１６）、
選択された再構成平面での前記対象の画像を再構成するために、前記幾何学的変数を用い
て、前記記憶されている投影ビューにフィルタ補正及び逆投影を施す（１１８）
ように構成されている撮像装置。
【請求項７】
前記記憶されている投影ビューに適用可能な幾何学的変数を決定するために、記憶されて
いるテーブル位置を用いる（１１６）ために、対応する決定された又は推定されたテーブ
ル位置を欠いている記憶されている投影ビューの間でのテーブル位置を推定するために補
間を用いるように構成されている請求項６に記載の装置。
【請求項８】
Ｘ線管（１４）及び検出器（１８）をさらに含んでおり、前記幾何学的変数は、前記Ｘ線
管及び前記検出器の前記画像再構成平面に対する相対位置を含んでいる、請求項６に記載
の装置。
【請求項９】
前記撮像装置は計算機式断層写真法イメージング・システムである、請求項６に記載の装
置。
【請求項１０】
前記撮像装置は磁気共鳴イメージング・システムである、請求項６に記載の装置。
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